
 

 

第５次清瀬市長期総合計画（素案） 

（令和８年度～令和１７年度） 

 

 

 

 

  

表紙 

ドラフト 2025 年 8 月 12 日時点 

現状のステータス（8/8 時点） 

・内容面、デザイン面ともに調整中の段階であり、今後各担

当課やデザイン業者等との調整を踏まえてブラッシュアッ

プすることが前提です。 

・「第１部（序論）」はパブリックコメント実施時の素案には

省略しています。 

・将来像及び基本目標、施策の順番について、策定審議会に

おけるご意見を踏まえ、子どもに関する施策が一番最初に

なるように変更しています。 

 

資料３－１ 
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第２部 基本構想 

  

中表紙 
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１ まちづくりの基本理念 

基本理念は、地域全般に及ぶ将来のビジョンを描いたものであり、まちづくりを進めるうえでの基本的な

考え方に当たります。清瀬市では、市民の皆様の声を基に、市の基本理念を次のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ともに未来をひらき 

笑顔とみどりがあふれるまち 清瀬 

イラストや写真を挿入 
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２ 将来像 

「ともに未来をひらき 笑顔とみどりがあふれるまち 清瀬」というまちづくりの基本理念を持ちなが

ら、あらゆる施策を実行し、４つの将来像（10 年後のまちの姿）の実現を目指します。 
 

 

 

子育てに関する制度やサービスを充実させ、安心して出産や子育てができる環境を整備することが大切

です。また、成長後も学び続けられるように、学校教育を一層充実させるとともに、誰もが生涯学びの機

会を得られる環境を整備します。子どもから大人まで心豊かな生活を送り、「子どもも大人も学び合い育ち

あう」きよせを目指します。 

 

 

 

高齢者や障害者をはじめ、誰もが地域に居場所を持ち、生活面や教育面で必要な支援を受けられる仕組

みを支えるとともに、「健幸づくり」を通じてすべての人が健やかで心豊かにいきいきと暮らせる社会をつ

くることが大切です。市民の皆様や事業者の方々とも協働し、「思いやりに包まれ健やかに暮らす」きよせ

を目指します。 

 

 

 

本市の特色であるみどりを守りながら、道路や公園などの都市施設や都市機能の充実を図り、住みよい

まちづくりを進めます。また、まちづくりにおいては環境に配慮した生活や事業活動が行われるよう促進

することも大切です。さらには自助・公助・共助による防災・防犯体制を整えることで、「安全・安心・快

適に暮らせる」きよせを目指します。 

 

 

 

商店街や市内商工業者の活性化を通じてまちのにぎわいを創出します。また、地域資源を活用し、市内

外の多くの人に市の魅力を発信することで、知名度向上とシビックプライドの醸成を図ります。さらに、

市財政の健全化を図るとともに、行政サービスを担う職員が力を発揮できるような組織体制の整備を進

め、「活気があふれる」きよせを目指します。 

 

  

将来像２「思いやりに包まれ健やかに暮らす」きよせ 

将来像１「子どもも大人も学びあい育ちあう」きよせ 

将来像３「安全・安心・快適に暮らせる」きよせ 

将来像４「活気があふれる」きよせ 
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第３部 基本計画 

 

  

中表紙 
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計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

後日挿入 

※各施策担当課との調整が完

了次第、表形式で挿入予定 
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将来像１「子どもも大人も学びあい育ちあう」きよせ 

 

 

  

中表紙 
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施策１―１１１ 

地域全体で子どもの育ちを支える仕組みの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶全ての子どもの育ちを支援します 

子どもの育ちは地域社会全体で見守るものとの意識を醸成し、誕生前から就学期以後まで切れ目ない

支援を目指します。保育のニーズを把握し、適切な保育園定員数を判断し待機児童を解消し、全ての子ど

もが家族やその子自身が希望する園を利用できるようにします。障害児・医療的ケア児等多様な支援ニー

ズに対応するため保育の質の向上に努めます。 

 

❷子育て世帯に経済的支援を行い、その手続きに DX 化を進めます 

国や東京都の制度に伴い、子育て世帯に経済的な支援を行います。環境によって子どもの育ちに影響が

出る事がないよう、特にひとり親家庭の生活基盤が安定するように、国や都の制度について周知を進め、

養育費の確保を目指します。 

児童手当や医療費の助成制度等、子どもに関する各種手続きにおいて、より迅速かつ便利になるよう

DX 化を進めます。 

 

 

  

子どもの成長を支える社会の構築 

 

子育てに関する制度やサービスが行き渡り、安心して出産や子育てができるようになります。また子

どもや子育て世帯を地域社会全体で見守る意識が深まり、地域と共に子どもの成長を喜び合えるよう

になります。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策１―１１２ 

子どもとその家庭に関する相談の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶こども家庭センター機能を強化します 

すべての妊産婦および子育て世帯を切れ目なく支援するとともに、困難を抱えた児童とその家庭が地

域で安心して生活できるよう児童福祉機能と母子保健機能を一体的に運用します。特に、乳幼児等を育て

る家庭に対して訪問を行い、さまざまな悩みや相談に対応するとともに、関係機関と連携しながら必要な

子育て支援サービスへつなぐなど、孤立しがちな子育て家庭を支援します。 

 

❷子育てに関する様々な相談・情報の発信が出来る窓口を充実します 

安心して子育てに取り組むことができるよう、母子保健や子育てに関する講座などを開催し、情報発信

を充実します。また、市民にとって身近な場所に子育て支援サービスに関する情報提供や子育てについて

の相談ができる窓口を設置し、気軽に相談できる体制を構築します。 

 

➌子育てに関する様々なサービスを充実します 

地域における子育てを支援するため、核家族やひとり親家庭、共働き家庭等、多様な子育て世帯に対し、

ニーズに応じた子育て支援サービスを提供します。また、困難を抱えた家庭等に対し、保護者のレスパイ

ト(休息)を目的とした一時的な子どもの預かりや、産後集中的に利用できる訪問型の家事・育児援助、産

後ケア、地域の中で過ごせる居場所の提供等について充実を図ります。 

 

 

  

子どもの成長を支える社会の構築 

すべての妊産婦および子育て世帯が安心して、出産・子育てできる支援体制が整っています。また、

困難を抱えた児童やその家庭が、身近な相談窓口に気軽に相談でき、解決のための支援が得られる相

談体制が整い、希望を持って暮らすことが出来ています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策１―１２１ 

学校教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶「確かな学力」を育成します 

学力調査に基づく授業改善等を通して教員の指導力向上を図るとともに、9 年間を見通した教育課程の

工夫、情報機器の効果的な活用、習熟度別指導・放課後補習の充実などを通して、子どもたちの基礎学力

の確実な定着を図り、さまざまな課題に対して自ら考え判断し、行動できる力を育成します。 

 

❷「豊かな人間性」を育成します 

人権教育や道徳教育、命の教育の充実を図るとともに、読書活動や様々な体験活動の意図的・計画的な

推進を通して、また、子どもたちの主体性を高める取組を工夫することで、豊かな心と撓やかで強かな心

を育成します。 

 

➌「健やかな体」を育成します 

健康教育や食育等、自らの健康を保持増進できる力を高めるための取組の充実を図ります。また、体力

テストに基づく授業改善や、家庭や地域と連携した運動の日常化などを通して、子どもたちの体力の向上

を図ります。 

 

❹一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実を図ります 

特別支援教育の充実や不登校支援の推進などを通して、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援の充

実を図ります。また、教員研修を実施したり、特別支援教育や不登校支援の取組等を広く周知したりする

ことで、教員、子ども、保護者、地域に向けた理解・啓発を推進します。 

 

❺教育環境を強化・充実させます 

学校施設やＩＣＴ環境など、子どもたちの学びの環境を整備し、安心して学校生活を送り、教育的な効

果が最大限に高められた環境の中で学ぶことができるようにします。また、教員が心身ともに健康に、や

りがいを感じながら、職務に取り組める環境の整備を図るため、学校における働き方改革を推進します。 

  

一人ひとりの学びと学びあいの充実 

時代に即した教育環境や一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援環境が整備され、情報機器の効果的

な活用や地域と連携・協働した取組等の推進によって学校教育が一層充実することで、子どもたちに

「確かな学力」や「豊かな人間性」、「健やかな体」といった「生きる力」が育まれています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策１―１２２ 

地域による子どもの育ちと学びの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶子どもたちの成長を地域で支える機運を高めます 

子どもたちが人とのつながりを感じながら、多様な人々との関わりを通して社会性や人間性を育み、安

心して成長できるよう、市民同士がつながり合うとともに、教育・福祉・防犯などの関係機関と連携し、

地域ぐるみで子どもたちを見守り育てる機運を醸成します。 

 

❷地域と協働した学校での学びの充実を図ります 

学校が地域と連携し、体験活動や探究的な学びを学習活動に位置づけて推進し、子どもたちが地域の多

様な人材や体験と出合い、学びを深められるようにします。また、学校の取組に地域が関心を寄せ、理解

し支える関係づくりを進め、地域総がかりで子どもを育む環境の一端を担います。 

 

➌子どもたちの安全な居場所を充実させます 

安心して過ごせる居場所として児童館や学童クラブ、放課後子ども教室『まなべー』を配置し、異年齢

交流や集団活動などを通じて子どもたちの社会を生き抜くための力や、人と関わりながら自己を成長さ

せる力が育まれ、心身ともに健やかに成長できる環境を整えます。 

 

 

 

  

一人ひとりの学びと学びあいの充実 

学校と地域の連携・協働により、子どもたちが心身共に健やかに成長し、すべての子どもが地域に見

守られ、安心して学び育つ環境が整っています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策１―１２３ 

生涯学習・文化・芸術・スポーツの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶世代を超えた学びの機会を提供します 

生涯学習にかかる機関と連携し、市民ニーズに応じた生涯学習事業を展開し、幅広い世代の生涯学習の

機会を充実させます。また、市民が生涯を通じて意欲的に学び続けることができ、得た知識や技能を地域

へ活用できる場の創出を図ります。 

 

❷市民文化・芸術の充実と発展を図ります 

市民が主体的に文化・芸術活動に取り組めるよう支援を行い、身近な場で創造的な体験を楽しめる機会

を提供します。さらに、地域で育まれた文化・芸術の価値を共有・発信することで市民の文化的・創造的

な交流や共感を促進し、心豊かな生活を支える施策を展開します。 

 

➌気軽にスポーツ活動に親しめる機会を提供します 

市民が気軽にスポーツ活動に親しむことができる環境を整備するとともに、多様な機会や場の充実を

図ります。また、地域のスポーツ振興やイベントを推進する人材を育成し、協働の充実を図ることで、ス

ポーツの普及を進めるとともに市民の健康の増進や交流の活性化を目指します。 

 

 

 

  

市民誰もが年齢や障害の有無に関わらず、生涯学習や文化・芸術、スポーツ・レクリエーションに親

しむ機会を持ち、健康で心豊かな生活を送っています。また、そのような活動を通して地域で活躍す

る市民が増えてきています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 

一人ひとりの学びと学びあいの充実 
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将来像２「思いやりに包まれ健やかに暮らす」きよせ 

 

 

  

中表紙 
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施策２―２１１ 

地域福祉の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶地域全体における福祉課題の市民理解の促進を図ります 

相談体制の相互連携を推進・充実し、支援を必要とする人が適切なサービスにつながり、行政を含めた

皆で支える仕組みをつくります。支え合い・助け合いの心を育み、地域福祉を推進する人材を育成します。 

 

❷重層的支援体制※を整備します 

一つの支援機関だけでは解決に導くことが困難な、複合的な課題を持つ方や世帯に対し、重層的支援体

制を整備し、誰一人取り残すことなく対応します。また、ひきこもりの方の家族の相談先となり、ひきこ

もりの方への働きかけ（アウトリーチ）を行い、個々の状況やニーズに応じた支援を行います。 

※一つの支援機関だけでは解決に導くことが難しい複雑な、複合的な課題を持つ方（家族）をサポート

するための体制 

 

 

 

  

誰もが地域社会に居場所を確保する事で、地域との繋がりを自覚できている様になっており、すべての

人が年齢や状況を問わず、その人のニーズに応じた適切な支援が受けられるようになっています。 

様々な複合的な課題を持つ方や世帯に対し、福祉や医療等が連携し、誰一人取り残されないサポート体

制が確立し、生きがいを持って生活できるようになっています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 

誰一人取り残さない支援の充実 
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施策２―２１２ 

高齢者の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶高齢者が安心して暮らせるように支援します 

誰もが住み慣れた地域で自分らしく不安なく暮らし続けられるよう、相談体制の充実を図るとともに、

医療・介護の連携、地域住民や関係機関・団体等の協働による生活支援や見守り、認知症施策や権利擁護

の推進に取り組みます。 

 

❷高齢者が地域で活躍・参加できる仕組みや組織を支援します 

誰もが生きがいを持ち、地域社会の中で人とつながりながら、自分らしくいきいきと暮らせるよう、地

域交流の場の充実、活動支援、技能や経験を発揮できる環境づくりに取り組みます。 

 

➌高齢者が元気に暮らせるように支援します 

いつまでも元気に、健康な生活を送るために、健康づくり支援や介護予防事業の充実、運動できる環境

を推進します。また、市民が主体的に実施できる事業の支援を行います。 

 

❹介護サービス基盤の充実と人材確保に取り組みます 

介護が必要となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護サービス基盤の充実を

図るとともに、介護人材の確保、家族介護者の離職防止等に取り組みます。 

 

 

  

誰一人取り残さない支援の充実 

医療・介護・福祉などのサービスを関係者が連携・協力して一体的・体系的に提供される地域包括ケア

システムが推進されるとともに、市民一人ひとりが認知症に関する正しい知識と理解を深め、認知症が

あってもなくても高齢者が住み慣れた地域で不安なく、尊厳を保持しながら自分らしく暮らしていま

す。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策２―２１３ 

生活の安定の確保及び自立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶安定した生活のための支援と自立のための支援を行います 

生活困窮者及び被保護者が、住み慣れた地域で安定した生活が送れるように、「生活困窮者自立支援法」

に基づく各種事業に取り組みます。また、働く意欲のある方たちが、その能力を発揮しながら安心して働け

るように、国などの関係機関と連携し就労の関する情報提供などを行います。 

 

❷経済的理由により、就学困難な児童・生徒の保護者に対し、必要な支援を行います 

将来の自立に向けて高校や大学への進学に意欲的に取り組む子どもたちが、経済的理由により就学困難

な状況とならないよう児童・生徒の保護者に対し必要な支援を実施します。 

 

 

  

誰一人取り残さない支援の充実 

さまざまな要因から支援が必要な市民が、生活面や教育面から必要な支援を受けることで、安定して

生活し、自立に努めています。また、民生・児童委員、社会福祉協議会、事業者などのさまざまな団

体や市民が連携して地域福祉が実現することで、障害や年齢にかかわらず誰もがいつまでも安心して

生活できています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策２―２１４ 

障害者（児）の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶障害者の社会参加や就労を促進します 

多様化・高度化する社会参加のニーズに応え、関係機関と連携しながら、障害のある方の社会活動への

参加や雇用・就労、生涯学習の機会と場の提供を促進します。 

 

❷障害の理解と地域での交流を促進します 

共生社会の実現に向けて、周囲の人たちに障害への理解が深まるよう、福祉・教育・地域等と連携しな

がら地域社会での理解促進と交流を図ります。障害者施設の紹介、作品の展示・販売を行うことで、普及・

啓発活動の促進を図ります。 

 

➌障害者（児）の支援体制を整備します 

障害者（児）が望む地域での生活を実現するために必要な、生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行

支援及び就労継続支援等の日中活動、グループホームや居宅介護等のサービスや地域の社会資源を組み

合わせて利用し、障害者が相談支援体制によって支えられ、安心した地域生活を送ることが可能となるよ

う取り組みます。 

 

❹安心して暮らせる環境を整備します 

障害のある人や高齢者に限らず、すべての市民の皆さんが安心して暮らし、社会参加できる快適な生活

環境を送れるようバリアフリーの環境整備や情報アクセシビリティの向上等を推進します。 

 

 

  

誰一人取り残さない支援の充実 

地域生活へ移行する支援や緊急時における短期入所等、障害のある人への支援が充実しています。ま

た、障害のある人とない人が、お互いに障害の有無にとらわれることなくともに暮らす共生社会が実

現しています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策２―２２１ 

健幸づくりの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶がんを含めた生活習慣病の発症予防と重症化予防を推進します 

自らの健康状態を把握できるように健康診査やがん検診の機会を提供します。また、より多くの市民に

受診を促すために健（検）診の重要性を広く啓発します。さらに、改善が必要な症状が認められた市民に

対しては生活習慣の見直しや医療機関への受診を勧奨し、生活習慣病の重症化予防の取組を推進します。 

 

❷生活習慣の改善につながる環境づくりを推進します 

健康的な生活習慣を実践できるように、食事、運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康について、健

康づくりを促す取組の機会を提供します。また、世代により情報の取得方法が異なることから、対象に合

わせた情報発信に努め、それぞれの世代の健康課題や特性に応じた健康づくりが実践できるように、生涯

を通じて切れ目のない支援を推進します。 

 

➌健康を支え守る社会環境の整備に努めます 

医療提供体制の偏在化解消と災害時医療体制の充実のために、東京都や医師会および近隣自治体との

連携を強化し、より緊密な関係性を醸成します。また、かかりつけ医療機関の定着化を推進します。 

 

➍こころの健康づくりを推進します 

誰もが、心理的に追い詰められることなく、安定したこころの健康を保つことのできるよう、ストレス

軽減方法や適切な睡眠のとり方、身近な相談場所や専門機関等の普及啓発を図るとともに、関係機関や地

域と連携・協働しながら、こころの健康づくりを推進します。 

 

  

「健幸づくり」の推進 

市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、健康づくりに取り組んでいます。そして、すべての市民

が生涯を通じて切れ目のない医療を受けることができ、健やかで心豊かにいきいきと暮らしていま

す。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策２―２２２ 

公的医療保険制度の適切な運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶健康意識の向上を図ります 

健康寿命延伸のため、特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健康診査等の受診率を向上させ、健康

意識づくりのきっかけをつくり、適切に医療へ接続するよう努めます。 

 

❷医療費の適正化と安定した財政基盤の構築に努めます 

公的医療保険制度の安定した運営を図るため、生活習慣病予防やマイナ保険証の利用促進などに取り

組むことにより、データに基づくより良い医療が受けられるとともに医療費の適正化に努めます。また、

財政基盤強化のため、社会情勢に合わせて保険税率を見直し、財政基盤の強化に取り組みます。 

 

 

  

「健幸づくり」の推進 

公的医療保険制度への理解や協力が進み、市民一人ひとりの健康の保持増進への意識向上や医療費の

適正化が図られ、公的医療保険制度が適切に運営されています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策２―２３１ 

ジェンダー平等社会の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ジェンダー平等に関する市民理解の促進を図ります 

固定的な性別役割分担意識や男女共同参画、ＬＧＢＴＱに対する理解と関心を高めるための各種講座

を開催するとともに、広報誌の発行やＳＮＳの配信等により広く家庭、職場、地域などのジェンダー平等

の啓発を実施します。 

 

❷困難を抱えた女性を支援する体制を整えます 

ＤＶ被害者、困難な問題を抱える女性を支援するための相談体制を整え、関係機関との連携を図り、あ

らゆる暴力の排除に努めます。 

 

❸就労を始めとした女性の活躍支援を推進します 

女性の起業を含めた働き方を応援するための講座、イベント等を開催し、女性が活躍できる環境整備を

推進します。 

 

 

  

協働によるまちづくりの推進 

性別を理由とした差別をされることがなく、一人ひとりが個性や能力を十分に発揮することができる

ジェンダー平等の実現、ＬＧＢＴＱ当事者の人権が尊重された社会が進んでいます。家庭や仕事など

の多方面で自己の選択による多様な生き方が尊重され、また、困難を抱えた女性に対する支援体制及

び女性が活躍できる環境が整っています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策２―２３２ 

市民協働・人権啓発・平和の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶地域貢献活動を支援し、協働事例の増加を図ります 

自治会活動や市民活動といった地域貢献活動をさらに活性化するため、市民活動センターの中間支援

組織としての機能などを活用しながら、各団体が抱える課題解決に向けた支援を行い、各所管部署に連携

を促すことで市民・大学・企業・市民活動団体等との協働事例の増加を図り、協働によるまちづくりを進

めます。 

 

❷人権啓発と多文化共生に向けた取組を推進します 

小中学生向けイベント等の人権啓発活動を通じて、日常生活における人権に関する課題解決を進めま

す。また、外国人に対する理解や支援を推進するため、各所管部署の横断的な連携に取り組みます。 

 

➌平和意識の醸成を推進します 

市内在住の小中学生を対象とするピース・エンジェルズ事業※や平和の大切さを考えるイベントの開催

を通じて、命の尊さを学ぶ機会を設けます。 

※市内に在住する小学 5 年生から中学 3 年生までの児童生徒を被爆地である広島に派遣し、戦争の悲惨

さや人命の尊さを学ぶことを目的に実施します。 

 

 

  

協働によるまちづくりの推進 

幅広い世代の市民が積極的に参加し、地域の課題を解決するための市民活動をさまざまな分野で活発

に行うとともに、大学・企業等を含むまちづくりにかかわる多様な主体が、互いの得意分野を生か

し、協力しながら高齢社会への対応といった地域課題に取り組んでいます。 

また、地域のなかで、人権尊重や平和希求の意識が高まり、年齢、性別、障害、国籍などに対する差

別や偏見がなく、市民が互いに認めあい、助けあって暮らしています。さらに、外国人住民を含め、

地域の人たちの顔が見える関係が広まり、多様なバックグラウンドを有する人たちがお互いの文化を

尊重し、理解し合いながら日常生活を送っています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策２―２３３ 

暮らしの相談体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶消費者被害や日常の悩みごとの解決に向けて支援します 

消費生活相談や市民相談の窓口を設け、消費者被害や日常の悩みごとの解決に向けた支援に取り組み

ます。また、高齢者を狙った悪質な勧誘販売を防ぐため、消費者被害に関する啓発活動に取り組みます。

さらに、市内の各大学と連携し、若年層に対する消費者被害防止の啓発を強化します。 

 

❷市民による自主的な消費者活動を支援します 

市民が自主的に消費生活について学び、情報交換を行える環境を提供するために、消費生活に関する学

習や意見交換の場を提供します。加えて、市民や地域コミュニティ団体に向けて消費生活に関する情報を

幅広く提供するとともに、消費生活に関連する事項についての知識を深める取組を行います。 

また、消費生活展を通じて、市民が消費者団体の活動を知る機会を設けることで、地域における消費者

活動の活性化を進めます。 

 

 

  

協働によるまちづくりの推進 

消費生活や市民相談制度に関する情報提供を充実することで、市民の「判断する力」が向上し、自身

が違和感に「気づく力」・きっぱりと「断る力」・一人で抱えず、制度を活用して「専門家に相談する

力」を身に付けた市民が増えています。 

また、消費者団体の活発かつ継続的な活動を支援することにより、社会的課題の解決のために様々な

活動へ主体的に参画・協働する市民が増えています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 



 

23 

将来像３「安全・安心・快適に暮らせる」きよせ 

 

  

中表紙 
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施策３―３１１ 

適切な土地利用の推進と住環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶都市計画道路等の都市基盤の整備を推進します 

都市計画道路等の都市施設や都市機能の充実を図り、良質な都市基盤の整った豊かな生活ができるよ

うな都市づくりを目指します。 

 

❷地域の特性を活かした住みやすく快適で安全なまちづくりを推進します 

本市の特色である豊かなみどりを次世代に引き継いでいけるよう、景観や周辺環境に配慮しながら、都

市計画マスタープランに沿った土地利用を推進します。また、今後想定される地震に備え、住宅の耐震化

を進めるなど、災害に強い都市づくりを目指します。 

 

 

  

住みよいまちづくりの推進 

駅周辺は活発でにぎわいの中心となり、幹線道路には沿道空間の活用を促進し、魅力ある商業機能が

集積されています。一方で、本市の特徴でもある農地を活かし、低層住宅地を中心に農地と住宅地が

調和し、安全・安心・良好な居住環境が保全されています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策３―３１２ 

道路ネットワークと交通環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶市道の維持管理及び新設道路の整備を促進します 

市道の維持管理及び新設道路の築造による快適な交通環境を整備するために、各種計画に位置づけら

れた計画を適切に実施し、快適な交通環境の整備に努めます。 

 

❷持続可能な地域公共交通の運行を目指します 

コミュニティバスについては、地域公共交通会議等を通じて地域公共交通に係る関係機関と連携する

ことにより、持続可能な地域公共交通の運行を実現し、市民の方に安心で快適にご利用いただける交通環

境の整備を目指します。 

 

 

  

住みよいまちづくりの推進 

市民と協働することにより適切な都市基盤が形成されるとともに、各種公共交通機関の充実が図られ

ることにより、市内外のアクセスが向上し、将来にわたり、誰もが住みやすく活気あふれるまちに

なっています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策３―３１３ 

汚水・雨水の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶下水道施設の老朽化対策・地震対策を推進します 

下水道管の点検・調査、その結果に基づく修繕・改築を実施し、ストックマネジメント事業を推進しま

す。また、災害拠点病院等の下水管とマンホールの接続部を地震によるズレや変形を防ぐ対策を実施しま

す。 

 

❷浸水対策を強化します 

雨水枝線整備や一時貯留施設を設置し、道路冠水や住宅浸水の防止といった浸水対策の取組を強化し

ます。 

 

➌下水道事業の経営健全化を図ります 

民間企業と連携し、民間企業の持つ創意工夫を活用することで、技術職員の不足や下水道施設の老朽化

等、清瀬市の抱える課題を解決し、持続可能な下水道事業の運営を進めています。 

また、デジタル技術の活用や定期的な下水道使用料の見直しを図ります。 

 

  

住みよいまちづくりの推進 

下水道施設の老朽化対策や地震対策、また、道路の浸水対策など、市民の安全を守り、安心で快適な

生活を支える施策を着実に推進していくとともに、民間企業のノウハウや創意工夫を活用し、事務の

効率化や経営環境の強化を進めています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策３―３２１ 

循環共生型社会の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化を促進します 

公共施設への再生可能エネルギーの活用推進のため、再生可能エネルギー由来のエネルギーの導入や、

太陽光発電機器等の設置を進めます。加えて、市民や事業者の再生可能エネルギー等の利用を促進するた

めの支援を行います。 

 

❷環境に関する取組の情報発信を実施します 

広く市民や事業者等が環境に触れることができるよう、環境に関する取組を発表できるイベントを実

施します。また、子どもやその保護者に対し環境に関する学習会を実施し、市民の環境配慮に対する意識

を深めます。 

 

➌ごみの減量や資源化を推進します 

市報や SNS での周知に加え、出前講座やごみ分別アプリ・ごみ分別マニュアルを活用し、分別に対す

る意識の向上や資源化の重要性を市民に伝え、更なるごみの減量及び資源化を目指します。 

 

 

  

環境にやさしい取組の推進 

市のみならず、市民や事業者も含めたゼロカーボンに向けた意識が共有化され、各主体において再生

可能エネルギーの活用や省エネルギーの推進などの取組が行われています。 

また、環境に配慮した生活や事業活動が行われることで、公害の低減や各種環境基準値の厳守が実施

されており、誰もが安心して快適に過ごせる生活環境となっています。 

ごみの発生・排出が抑制され、リサイクル・リユースの取組が進み、持続可能な資源循環型社会が構

築されています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策３―３２２ 

自然と調和したまちの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶公園・緑地を適切に維持管理します 

公園や緑地は、市民の皆様の身近な憩いの場であり、健康増進やレクリエーション、防災、環境保全と

いった多面的な機能を持つ公共空間であることから、子どもから高齢者まで安全・安心かつ快適に利用で

きるよう、公園・緑地の適切な維持管理に努めるとともに、持続可能な公園・緑地の運営に努めます。 

 

❷市民協働による公園・緑地の活用を行います 

公園や緑地は地域住民の交流を深め、地域のつながりを育むコミュニティの拠点としての役割を担っ

ています。地域コミュニティの活性化や多様な世代や立場の方々が集う場所として公園や緑地が親しま

れるよう、市民や市民団体等が行う活用に資する取組について支援を行います。 

 

 

  

環境にやさしい取組の推進 

市民のニーズに応じて整備された特色のある公園を、多くの市民が快適に利用しています。また、雑

木林、崖線などの緑地や豊かな自然環境が適切に保全されています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策３―３３１ 

防災・防犯体制の充実・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶危機管理体制の充実・強化を図ります 

災害発生など、さまざまな緊急事態に適切に対応することができるよう、危機管理体制を強化します。 

公助としての市の災害対応能力を向上させるとともに、東京都をはじめとする関係団体との連携を一

層強化し、市民・地域・市・防災関係機関等が、それぞれの役割と責任のもとに相互に連携・協力して、

防災対策・災害医療対策等を着実に行うことにより、安心して生活することができる地域社会を実現しま

す。 

 

❷安全・安心に過ごせる避難者支援体制の充実・強化を図ります 

避難所生活で直面する問題点を解決するため、プライベートスペースの確保やバリアフリー化に必要

な備蓄品などを整備するとともに、様々な精神的不安や身体的不調などによるストレスが想定されるた

め、安心して相談できるサポート体制を構築します。また、在宅避難の方に対しても事前の備えや情報収

集、要配慮者の健康管理などの支援体制の構築を進めます。 

 

➌消防団機能の充実・強化を図ります 

大規模災害等に備え、清瀬消防署と連携し、実戦的な訓練を実施します。併せて、災害実態や清瀬市の

特性に合わせた装備の充実を図ります。 

加えて、消防団機能の強化や団員のモチベーション維持のため、消防団活動の意義や社会的価値を PR

し、家族や地域の理解を得られるように取り組みます。 

 

❹防犯対策事業の充実に取り組みます 

犯罪を未然に防止するため、青色回転灯装備車による広報回数を充実させます。また、警察等各種関係

機関と連携し、市内のパトロールを強化します。 

特殊詐欺について、市民に対する注意喚起を促すとともに、特殊詐欺被害防止サポーター養成講座を実施す

ることで、市民間でも注意喚起を行える体制づくりに取り組みます。 

  

安全・安心な暮らしの実現 

公助の役割を担う行政において強い防災・防犯体制が十分に構築されているとともに、消防や警察等

の関係機関との連携体制の強化や、市民・事業者など各主体にも高い防災・防犯意識を醸成すること

で、自助・共助・公助が整っています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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将来像４「活気があふれる」きよせ 

 

  

中表紙 
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施策４―４１１ 

産業・観光の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶市内中小企業の振興を図ります 

「清瀬市創業支援等事業計画」に基づき、関係機関と連携し、中小企業の創業を支援することや、事業

承継に関する個別相談会の開催などにより事業の持続化を図るほか、小口事業資金融資のあっせんや製

品開発、販路開拓など幅広い支援を継続していきます。 

 

❷まちの活性化を図ります 

商店街の活性化に向けてイベント事業等の支援を行うことにより、市内外を問わず商店街を訪れる人

を増やし、まちのにぎわい創出を支援します。また、住宅の修理・改修の際の優良な市内事業者の紹介や

キャッシュレス決済の導入など消費者のニーズに合わせたソフト面・ハード面での支援制度の支援制度

の推進に加え、既存の地域資源の魅力発信や新たな魅力創出に向けた支援、そして公民連携の推進により

地域経済の活性化を図ります。 

 

❸農のある風景を保全し、農業振興を図ります 

農地貸借を促進することやふれあい農業の場の提供等により生産性の高い農地を保全します。また、ス

マート農業の推進に向けた取組みのほか、生産基盤の整備を促進することで生産性向上を図ります。 

さらに、学校給食等での地場農産物の使用拡大を進めることや、オリジナル商品の開発、販売により地

産地消の促進を図ります。 

 

❹観光を通じた産業振興を図ります 

市と清瀬商工会や清瀬市観光協会などの関係機関が連携し、観光資源の掘り起こしや既存の資源の磨

き上げを行い、観光ブランド力の向上など観光施策を推進し、交流人口の増加を図ることで市内の産業振

興及び地域活性化を推進します。 

 

地域産業の振興 

市と清瀬商工会や清瀬市観光協会などの関連機関が連携し、各種産業振興施策に取り組むことで市内

商工業者が活性化し、街の賑わいが創出されています。 

また、農ある風景が保全され、多くの市民が農業を身近に感じ、地元で生産された新鮮かつ安全・安

心な農産物が提供されるような活気ある農業が安定的に営まれています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策４―４２１ 

清瀬の未来の創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶拠点の特性を活かした都市づくりを推進します 

日本全体の人口が減少局面を迎えるなかで、都心に近いベッドタウンである点や都市の利便性と農の

ある風景など自然環境が調和している地域特性を活かし、移動の利便性、経済の密度の維持向上を図りま

す。 

 

❷清瀬駅周辺をリニューアルします 

北口周辺は活力と賑わいを生み出す商業・業務機能を充実させるとともに、南口周辺は都市計画決定さ

れている道路や駅前広場の整備を進めるとともに、歩行者、自転車や乗用車、バス、タクシーなど交通結

節点機能の強化を図ります。 

 

➌企業誘致や雇用促進による地域経済活性化を推進します 

地域の特性に応じた企業の誘致や雇用の促進により、地域経済の活性化を図ります。これにより、にぎ

わいの創出や生活環境の利便性を向上し持続可能な経済発展を目指します。 

 

❹下宿地域の一体的整備を実施します 

スポーツ施設の集積を活かしたスポーツや健康づくりを楽しめる地域として一体的に整備します。 

また、都市高速鉄道 12 号線延伸等を推進し、新駅を中心とした周辺区域の産業の誘導を図ります。 

 

  

まちの魅力の創造と発信 

緑豊かな市街地と美しい自然環境が共存し、住民が健康と幸福を感じられるまちになっています。加

えて、人口減少や少子高齢化に適応した形で地域経済が活性化され、都市機能と生活環境の利便性が

調和し、誰もが住みたいと思えるような活気のある賑わいが生まれています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策４―４２２ 

シティプロモーションの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶新たなにぎわいの創出と地域資源を活かした地域の活性化に取り組みます 

新たな賑わいの創出と地域資源を活かし、市民やさまざまな主体と連携したイベント開催や新商品の

開発・製作販売を行い、関係人口や交流人口の増加につなげることで地域の活性化を図ります。 

 

❷市政情報をわかりやすく、より便利に利用できる環境整備を行います 

ユニバーサルデザインの使用を推進するとともに、SNS や動画配信を活用した市の魅力を積極的に発

信に努めるとともに市政情報をわかりやすく伝えます。 

 

❸郷土文化と歴史への理解と継承を行います 

市の歴史や郷土文化の積極的な発信に努め、市民の理解と愛着を深めます。また文化財の保全や歴史資

料の収集・保存、郷土芸能や地域祭事の支援を行い、市の歴史や文化を後世に引き継ぎます。 

 

❹シビックプライドの醸成とブランド価値の向上に取り組みます 

新たな賑わいの創出と地域資源の活用による地域活性化を行い、市のブランド価値向上を目指すとと

もに、市の歴史や文化への理解をすすめることで、市民が自らのまちに愛着と誇りを抱き、満足して住み

続けたいまちを目指します。 

 

 

  

まちの魅力の創造と発信 

新たな賑わいの創出とともに地域の資源を活かし、市民やさまざまな主体と連携した事業が進められ

ています。清瀬を訪れる人が増加することで地域が活性化し、知名度向上やシビックプライドの醸成

が進み、市民が満足して暮らし続けています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策４―４３１ 

職員の育成強化と組織の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶中長期的な視点をもった人材の確保と育成を行います 

様々な手段を講じて公務労働の魅力を発信し、人材の確保を図っていきます。 

また、めまぐるしく変化する社会情勢・行政を取り巻く環境に対して、中長期的な視点を持って職員の

育成を行い、多様化・高度化する市民ニーズに迅速に対応します。 

 

❷職員が能力を発揮するための環境整備を行います 

職員の心身の健康管理に努め、職員一人ひとりが十分に能力を発揮できる環境を整えるとともに、仕事

と育児・介護の両立支援を行い、職員のワークライフバランスを推進します。また、職員の意識改革を図

り、業務改善の意識をもった職員の取り組みを支援します。 

 

➌持続可能な行政サービスの提供のための組織を構築します 

人口減少に伴い顕在化している職員不足と業務量の増加というリスクが高まるなかで、事務の適正性

の確保といったガバナンスの強化を図ります。 

  また、インフラの老朽化や労働力不足といった社会資源の制約が深刻化するなかで、持続可能な行政

サービスを提供するために、それぞれが有する資源を共同で活用する広域連携の取り組みを推進します。 

 

 

  

職員が力を発揮できる組織づくり 

市民ニーズを的確に捉えた職員が働き、広域連携が進むことによって、安定した行政サービスの提供

がされています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 

関連する写真など 
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施策４―４３２ 

業務変革の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶デジタル人材を育成・活用します 

高度専門人材※1の助言により、本市におけるデジタル人材育成を進めていきます。庁内のデジタル化推

進の核となる DX 推進リーダー※2に研修を提供します。更に、全職員向けに基本的なデジタルスキルを向

上させるための研修を実施します。実践的なプロジェクトを通じて学んだ知識を活用し、現場でのデジタ

ル化を推進することで、実務に対応できる能力を養成します。 

※1:DX の方向性や事業の意思決定をする CIO（副市長）を補佐する役割を担います。 

※2:DX を活用し、庁内における業務変革を主導する役割を担います。 

 

❷デジタル技術を活用した行政の高度化と情報基盤の強化を図ります 

行政サービスの効率化と利便性向上を目指し、デジタル技術を活用した業務の見直しやデジタル基盤

整備に取り組みます。仕事やサービスの流れを最初から最後まで、すべてデジタル技術を使って効率化す

る一気通貫のデジタル化を実現するため、内部業務や手続きのデジタル化を推進します。また、AI など

の先進技術も活用し、業務プロセスの革新と効果的な行政運営を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員が力を発揮できる組織づくり 

あらゆる業務がデジタル化され、一気通貫のデジタル化が実現されています。市民は、市役所に来庁

することなく、自宅からオンラインにより手続きが行え、市民サービスが向上するとともに、職員の

バックヤードの処理も簡略化され、職員の事務負担軽減が図られています。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策４―４４１ 

持続可能な財政の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶自主財源の拡充に努めます 

市税徴収率の向上を目指した取り組みを推進して、市税収入の確保を図ります。また、未利用の公有地を

活用した企業誘致により地域経済の活性化を促進し、市内就業者の増加を通じて税収の増加につながる施

策を展開します。さらに、使用料、手数料についても受益者負担の適正化に努め、寄附金などの税外収入の

増加を図るなど、財政力の強化に取り組みます。 

 

❷事務事業の見直しや民間の活力を活用し、歳出を抑制します 

既成概念にとらわれることなく、創意工夫を活かした行財政改革を推進し、市の取り組みを継続的に見直

します。これにより、業務遂行の効率化を実現するとともに、民間の力の活用などにより、行政サービスの

適正化に努めます。 

 

  

健全な行財政の運営 

本格的な人口減少社会が到来し、市財政がますます厳しさを増す中で、市民サービスを維持しながら

行財政化改革を進め、市財政の健全化を図っていきます。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 
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施策４―４４２ 

長期的な視点に立った公共施設等の維持・活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶公共施設等の総合的かつ計画的な整備・管理を図ります 

施設の利用状況の推移を踏まえて、更新や統廃合、建物の延命化を目指した維持・補修などを計画的に

行い、財政負担の軽減や平準化を図ることで、公共施設等の適正な維持管理を図ります。 

また、市が保有する公共施設等の利用目的や維持管理費などの基本的な情報や、今後の修繕・改修計画

に必要となる詳細なデータを一元的に整理し適切な情報周知を行い市民理解の促進を図ります。 

 

❷公共施設等の有効活用を図ります 

行政需要の多様化や市民のライフスタイルの変化の中において、公共施設等総合管理計画に基づき適

切な公共サービスの提供と安定した財政運営の両立を図ります。 

また、今後の人口動向や地域社会の変化を踏まえつつ、公共施設再編や低・未利用地（施設）の有効活

用を図ります。 

 

 

健全な行財政の運営 

公共施設の適正化の取組が着実に推進しています。また、各公共施設がその利用目的に応じて、環境

に配慮しつつ使いやすく機能的な施設として適切に管理され、市民が安全・安心に利活用していま

す。 

１０年後の姿 

めざすべき姿の実現に向けた施策推進の方向性 


